
川湯温泉街再生のために
第８回川湯温泉街まちづくりマスタープラン
オープンデザイン会議を開催【公開】

問い合わせ・申し込み先／役場観光商工課観光振興係　☎４８２‐２９４０

問い合わせ先／役場観光商工課商工振興係　☎４８２‐２９４０
J-CoinPayについての問い合わせ先／弟子屈町商工会　☎４８２‐２２５９

　町では、令和５年10月に策定された川湯温泉街まちづくりマスタープランを推進するため、専門家の皆さんで
構成する「川湯温泉街まちづくりマスタープランオープンデザイン会議」を開催します。川湯温泉街を持続可能な
街にするための景観のガイドライン・川湯テラスなどについての検討を行っています。
　この会議は、町民の皆さんに公開で行いますので、ぜひ様子をご覧ください。

　町は、デジタル化の推進のため町内の各機関と協力し、デジタル地域通貨導入を検討しており、町民の皆さ
んに「J-CoinPay」への登録をお願いしております。
　デジタル地域通貨の導入は、昨今のキャッシュレス化により電子マネーを使用する方が増加しており、町内
で統一した規格の電子マネーをデジタル地域通貨として導入する事で、町内のデジタル化を図れます。
　また、事業者の方々も「J-CoinPay」の機能を使うことで、町内限定で使用できる電子マネーを付与するなど、
さまざまなキャンペーンを実施することができ、町内の消費拡大が期待できます。
　将来的には、町が紙で発券している給付業務などの迅速化、「J-CoinPay」の機能を使い、町からのお知ら
せなどの情報発信も検討しております。
　なお、「J-CoinPay」の新規登録すると町内の店舗で使える1,000円分のポイントが貰え
るキャンペーンを、２月１日㈯から28日㈮までの期間で実施します。ぜひこの機会に
「J-CoinPay」に新規登録して、町内のデジタル化にご協力をお願いします。（使用期限は３
月31日㈪まで）
※ １月15日㈬まで実施していましたキャンペーンのポイント使用期限は、２月28日㈮までな
のでご注意ください。

▶日時／２月25日㈫　13時30分から16時頃
▶場所／川湯ふるさと館
▶観覧者／申し込み不要。どなたでもご覧になることができます。
　※席には限りがありますので、ご覧になる際はご協力をお願いします。
▶内容／景観 ガイドライン・川湯テラスなどに関すること　など
　※検討内容については、変更される場合がありますので、ご了承ください。

デジタル地域通貨
「J-CoinPay」への
登録のお願い

J-CoinPayの
登録はこちらから
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「くらし応援商品券」事業を実施します
物価高騰支援事業

　町では、燃油価格や食料品などの物価の高騰
対策として、町民の皆さんへ7,000円分の商品券
を送付し、生活必需品の購入を支援する「物価高
騰支援事業」を実施します。
　商品券は、町内の登録店で使用することがで
きますので、期限までに使用していただくよう
お願いします。商品券の発送は、2月中旬となる
見込みです。

問い合わせ先／役場観光商工課商工振興係☎４８２‐２９４０

▶交付額／１人あたり7,000円（500円×14枚）　申請は不要です
▶ 交付対象／令和７年１月１日（基準日）現在で、町に住民登録され
ている方（ただし、基準日以降に死亡した方、転出した方は交付さ
れません。）

▶有効期間／３月31日㈪
▶主な注意点／
・商品券は、町内の登録事業者で使用できます
・お釣りは支払われません
・再発行はできません　ほか
　※注意点など、詳しくは、町公式ホームページをご覧ください。

物価高騰支援事業商品券の
取扱店を募集します

●弟子屈町内の参加施設以外ではご利用になれません。 ●有効期限を過ぎた場合は、無効となります。 ●つり銭のお返しはできません。

発　行　弟子屈町　　　取　扱　弟子屈町商工会

¥500
くらし
　応援
くらし
　応援商品券商品券
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有効期間 令和７年３月31日㈪ まで

弟子屈町
物価高騰
支援

問い合わせ先／弟子屈町商工会☎４８２‐２２５９

　町が実施する「物価高騰支援事業」で配布される「くらし応援商品券」の取扱店を募集しま

す。希望される店舗・事業所は、弟子屈町商工会までお申し込みください。

▶申込期限／２月10日㈪必着

▶申込み先／町商工会

▶申込み資格／

① 町内で営業している小売店。飲食店、各種サービス業など、商品券の支払いが受けられる

店舗・事業所

②商品券の取扱い期限まで、継続して営業していること

③その他の詳しい条件は、町公式ホームページをご確認ください。
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